
   佐倉市プレーパーク支援事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、こどもの健やかな成長を支える遊びの環境の充実を図る

とともに、こどもが地域で安心して過ごすことができる居場所を作るため、

プレーパークを運営する団体の活動に要する経費に対し、佐倉市プレーパー

ク支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、佐倉

市補助金等の交付に関する規則（平成９年佐倉市規則第３９号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）こども こども基本法（令和４年法律第７７号）第２条第１項に定める

者 

（２）団体 特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその

連合体（法人でないものを含む。） 

（３）プレーパーク こどもが自主的に工夫をして遊びを作り出す等自発的に

自由な遊びを実現するための活動の場であって、誰もが広く公平に参加で

きるもの 

（４）プレイワーカー こどもの心身の発達、遊び、プレーパークにおける安

全性の確保その他プレーパークの運営に必要な知識を習得するための研修

（以下「プレイワーカー研修」という。）を受講した者又はこれと同等の知

識を有している者として市長が認めるもの 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。 

（１）翌年度以降も継続してプレーパークを開催する意向があること。 

（２）規約、会則、定款等を有すること。 

（３）構成員の名簿を備えていること。 

（４）代表者又は責任者が存すること。 

（５）事業において明朗な会計及び経理を実施し、その結果を報告できること。 

（６）宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。 

（７）団体及びその構成員が市税を滞納していないこと。 

（８）団体の活動内容が公序良俗に反するものでないこと。 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係にないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次に掲げる要件を全て満たすプレーパークとし、当該年度において１団体が



補助を受けられるプレーパークの回数は、５回を限度とする。 

（１）市内で開催すること。 

（２）プレイワーカーを配置すること。 

（３）営利を目的としないこと。 

（４）国、都道府県、他の市町村その他の団体による補助金の交付を受けてい

ないこと。 

（５）当該事業に関係する法令等を遵守すること。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

当該年度に実施された補助対象事業の運営に要する経費で、別表第１に定め

るものの総額とする。その場合において、補助対象事業に係る寄附金、協賛

金その他の収入及び利用者負担金を受けたときは、補助対象経費から当該収

入の額を控除した額を補助対象経費とする。 

２ 補助の対象となる期間は、規則第６条第１項に定める交付の決定を受けた

日から同日の属する年度の３月末日までとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費について、別表第２に定め

る算定基準により算定して得た額の総額とし、当該年度の予算に定める額の

範囲内とする。ただし、プレーパークの開催１回につき、５万円を上限とす

る。 

２ 前項の規定による補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り捨てるものとする。 

 （交付の申請） 

第７条 規則第３条第１項に定める補助金等の交付を受けようとする者が提出

しなければならない申請書は、佐倉市プレーパーク支援事業補助金交付申請

書（別記様式第１号）とし、当該年度における申請は、１団体につき１回を

限度とする。 

２ 補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）団体概要書 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第８条 規則第６条第１項に定める補助金等の交付の決定の通知は、佐倉市プ

レーパーク支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（別記様式第２号）に

よるものとする。 

 （支払方法） 



第９条 市長が特に必要があると認めるときは、補助金は、その全額を、補助

事業者等から請求のあった日から３０日以内に、概算払をすることができる。 

（交付の請求） 

第１０条 規則第１６条第１項に定める補助金等の交付を受けようとする者が

提出しなければならない請求書は、佐倉市プレーパーク支援事業補助金交付

請求書（別記様式第３号）とする。 

 （変更の申請） 

第１１条 規則第８条第１項に定める補助事業等の変更の申請書は、佐倉市プ

レーパーク支援事業補助事業変更申請書（別記様式第４号）とする。 

（変更の承認） 

第１２条 前条の規定よる申請に係る補助事業等の変更の承認又は不承認の通

知をするときは、佐倉市プレーパーク支援事業補助金変更承認（不承認）通

知書（別記様式第５号）によるものとする。 

 （実績報告） 

第１３条 規則第１３条に定める補助事業等の実績、決算その他補助事業等の

成果を記載した報告書は、佐倉市プレーパーク支援事業補助金実績報告書（別

記様式第６号）とする。 

２ 佐倉市プレーパーク支援事業補助金実績報告書に添付する書類は、次に掲

げる書類とする。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）プレーパークに配置したプレイワーカーのプレイワーカー研修を受講し

たこと又はこれと同等の知識を有することを証する書類 

（４）領収書等の写し 

（５）事業の実施状況を撮影した写真 

（６）その他市長が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、補助事業等の完了後３０日以内に、補助金実績報告書を提

出しなければならない。 

 （額の確定） 

第１４条 規則第１４条に定める交付すべき補助金等の額の確定の通知は、佐

倉市プレーパーク支援事業補助金確定通知書（別記様式第７号）によるもの

とする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）交付の目的以外の目的に補助金を使用したとき。 



（３）補助事業の実施方法が適当でないと認められるとき。 

（４）規則及びこの要綱の規定に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第１６条 市長は、第１１条の規定により補助事業の内容の変更を承認した場

合又は第１４条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超えて交付した補助金があるときは、補助事業者等にその差額を返還さ

せるものとする。 

２ 市長は、第１５条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に交付した補助金があるときは、補助事業者等に当該補助金の全部又

は一部を返還させるものとする。 

 （関係書類の整備） 

第１７条 補助事業者等は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿及び

当該収支に係る証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了日の属

する年度終了後５年間保存しなければならない。 

２ 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、

前項帳簿及び証拠書類を審査することができる。 

 （補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則（令和６年３月２９日決裁佐こ政第７３８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日の属

する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、

なおその効力を有する。 

   附 則（令和７年２月２６日決裁佐こ政第８０２号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 



別表第１（第５条関係） 

補助対象経費 主な内訳 

プレイワーカー人件費 プレイワーカーの配置に要する費用 

運営人件費 プレイワーカーを除く運営に必要な者の配置に要

する費用 

保険料 参加者、運営スタッフ、ボランティア等の事業に

係る怪我や賠償責任の補償を行う災害保険、損害

保険等の保険料 

事業で使用する施設、器材等の賠償責任の保証を

行う保険料 

検査料 運営スタッフの検便等の検査費用 

消耗品費 文具類、材料費等の購入に係る費用 

印刷製本費 チラシ、パンフレット及び資料の印刷代 

燃料費 石油（混合油を含む。）、薪及び木炭の購入に係る

費用 

修繕費 備品、器材等の修理に係る費用 

医薬材料費 医薬品の購入に係る費用 

手数料 金融機関の振込手数料 

賃借料 事業実施に必要な物品並びに会議室及び会場の賃

借料 

 

別表第２（第６条関係） 

項目 算定基準 

プレイワーカ

ー人件費 

開催するプレーパーク１回につき、プレイワーカーの配置に

要する費用とし、プレイワーカー１人当たり２万円を上限と

する。 

運営人件費 当該事業に要した経費に２分の１を乗じた額とする。ただし、

申請時における最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第

１０条第１項の規定により決定された千葉県の最低賃金に実

働時間を乗じた額に２分の１を乗じた額を上限とする。 

その他の経費 当該事業に要した経費に２分の１を乗じた額とする。 

 


